
（公財）⽇本スポーツ協会（旧 ⽇本体育協会）アスレティックトレーナー検定受験資格変更に関するお知らせ 
  
新カリキュラム導⼊にあたりアスレティックトレーナー検定受験資格が変更される事となりました。 
現カリキュラムを修了している卒業⽣の皆さんは受験資格に有効期限が設定されましたので下記のご確認を 
お願い致します。 有効期限を過ぎると受験不可となりますのでご注意下さい。 

 
＜現カリキュラム＞ 
 下記以降は再度免除適応コース承認校などで受験資格の取得が必要となります。 

 理論試験  令和 11 年(2029 年) 理論試験最終年  
※ 令和 7 年(2025 年)から CBT ⽅式導⼊ 

CBT（Computer Based Testing）：コンピュータを利⽤した試験⽅式 
 

 実技試験  令和 12 年(2030 年) 実技試験最終年 
 

 

※スポーツ協会資料より 
 
新カリキュラムの施⾏に伴い、現カリキュラムの試験は令和 12(2030)年まで実施し、以降、現カリキュラムを
修了した適応コースの学⽣（卒業⽣）がアスレティックトレーナーに関する試験の受験を希望する場合は、新
カリキュラムの単位を取得し、新しい制度で受験する必要がございます。 


